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「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
は
、

高
齢
化
や
後
継
者
不
足
、
耕

作
放
棄
地
の
増
加
な
ど
、
地

域
が
抱
え
る
「
人
と
農
地
の

問
題
」
に
つ
い
て
、
地
域
の

将
来
像
を
検
討
し
、
課
題
を

抽
出
・
解
決
し
て
い
く
計
画

で
す
。

　

こ
れ
は
、
平
成
24
年
度
か

ら
始
め
た
国
（
農
林
水
産
省
）

の
事
業
で
、
人
と
農
地
の
問

題
を
抱
え
る
全
国
の
地
域
で

プ
ラ
ン
づ
く
り
が
始
ま
っ
て

い
ま
す
。

　

小
林
市
も
他
の
地
域
と
同

様
に
、
高
齢
化
や
後
継
者
不

足
で
、
耕
作
が
困
難
に
な
り
、

農
地
を
任
せ
た
い
と
考
え
る

人
が
増
え
る
一
方
、
農
地
が

分
散
し
、
受
け
手
に
と
っ
て

も
、
新
た
な
農
地
の
借
り
入

れ
が
難
し
い
の
が
現
状
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
少
し

で
も
改
善
す
る
た
め
、
市
で

は
、
Ｊ
Ａ
こ
ば
や
し
と
連
携

し
、
地
域
の
話
し
合
い
の
支

援
（「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
の

作
成
（
変
更
））
を
始
め
ま
す
。

11
月
に
説
明
会
を
行
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

（
日
程
は
左
ペ
ー
ジ
）

　

ま
ず
、
地
域
で
「
今
後
の

中
心
と
な
る
経
営
体
（
個
人
、

法
人
、集
落
営
農
）は
ど
こ
か
」

「
中
心
と
な
る
経
営
体
へ
ど

う
や
っ
て
農
地
を
集
め
る
か
」

「
地
域
農
業
の
あ
り
方
（
生
産

品
目
、
経
営
の
複
合
化
、
６

次
産
業
化
）」
な
ど
を
話
し
合

い
、
プ
ラ
ン
の
原
案
を
決
定

し
ま
す
。

　

そ
の
経
営
体
が
「
人
・
農

地
プ
ラ
ン
」
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
支
援

事
業
や
制
度
を
利
用
で
き
ま

す
。
例
え
ば
、「
青
年
就
農
給

付
金
」
は
、
経
営
リ
ス
ク
を

負
う
新
規
就
農
者
の
経
営
が

軌
道
に
乗
る
ま
で
の
間
、
就

農
か
ら
５
年
以
内
を
上
限
と

し
て
年
間
１
５
０
万
円
の
給

付
金
を
支
給
す
る
制
度
。「
農

地
集
積
協
力
金
」
は
、　
「
人
・

農
地
プ
ラ
ン
」
に
向
け
た
話
し

合
い
の
中
で
、
地
域
の
中
心
と

地域の高齢化や農業の担い手不足が心配されています。
「人・農地プラン」は、そういった課題を解決するために

地域が話し合って作る「未来の設計図」です。
今、全国の「人と農地の問題」を抱える地域でプランづくりが始まっています。

市ではＪＡこばやしと連携し、地域のプランづくりを支援します。

人・

農地プラン地域の農地のこと、
地域で話し合ってみませんか

「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

作
成
を
支
援
し
ま
す

プ
ラ
ン
の
作
成
と

関
連
す
る
支
援
制
度

な
る
経
営
体
へ
の
農
地
集
積

や
、
分
散
化
し
た
農
地
の
連
坦

化
が
円
滑
に
進
む
こ
と
を
支
援

す
る
た
め
に
、
農
地
集
積
に
協

力
す
る
人
に
協
力
金
を
交
付
す

る
も
の
で
す
。

　

ま
た
、「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い

人
や
法
人
に
対
し
て
も
、
農

地
の
受
け
手
に
対
す
る
規
模

拡
大
交
付
金
や
、
農
業
法
人

な
ど
に
対
す
る
人
材
育
成
の

支
援
制
度
な
ど
が
あ
り
ま
す

の
で
、
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　
「
人
・
農
地
プ
ラ
ン
」
は
、

初
め
か
ら
完
璧
な
プ
ラ
ン
を

作
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

地
域
に
新
た
な
担
い
手
（
新

規
就
農
者
や
後
継
者
な
ど
）

が
で
き
た
と
き
、
集
落
営
農
・

法
人
を
立
ち
上
げ
、
中
心
と

な
る
経
営
体
が
で
き
た
と
き

や
、
農
業
経
営
を
継
続
で
き

な
い
と
し
て
農
地
を
手
放
す

農
家
が
生
じ
た
と
き
な
ど
、

地
域
の
状
況
が
変
化
し
た
場

合
に
は
、
随
時
見
直
す
こ
と

が
で
き
ま
す
。

● 問 ＝ 農 業 振 興 課　 ℡ 23-0300
須木庁舎地域整備課　℡ 48-3131
野尻庁舎地域整備課　℡ 44-1100
ＪＡ本所農業企画室　℡ 23-1676

プ
ラ
ン
は
随
時
変
更
可
。

ま
ず
は
話
し
合
い
を

日　程 対象地区 会　場

11 月 21 日（木曜）
13 時 30 分～

11 月 22 日（金曜）
13 時 30 分～

11 月 25 日（月曜）
13 時 30 分～

11 月 26 日（火曜）
13 時 30 分～

11 月 27 日（水曜）
13 時 30 分～

東方地区

三ケ野山地区

真方地区

東麓地区

小林地区（営農組合未設置地区）

須木地区

細野地区

永久津地区

三松地区

紙屋地区

ＪＡ北支所

ＪＡ三ケ野山出張所

ＪＡ北支所

ＪＡ野尻支所

ＪＡ西支所

ふるさとセンター

南部いろり村

ＪＡ北支所

農村環境改善センター

市役所紙屋出張所

人・農地プラン地区別説明会

新規就農者への支援農地集積への支援

その他の支援

※それぞれの支援の対象や交付単価など、詳細については問い合わせください

農地の「未来の設計図」づくりを支援します土地利用型農業からの経営転換やリタイアす
る農業者などが貸し付けにより「地域の中心
となる経営体」に農地を提供する場合、面積
に応じて協力金を交付します

出し手に対する支援

中心となる経営体への農地の連坦化に協力す
る農家に協力金を交付します

分散錯圃解消協力金

農地利用集積円滑化団体、または農地保有合
理化法人を通じて経営規模を拡大する場合、
面積に応じて、交付金を交付します

規模拡大交付金
受け手に対する支援

経営転換協力金
自ら独立して農業を開始する人
青年就農給付金（経営開始型）

就農してから５年度目まで、１人あたり年間
150 万円を給付します
※給付金を除く総所得が 250 万円を超えた
　ら給付停止

青年就農給付金（準備型）
農業技術の研修中に、１人あたり年間 150
万円を給付します
※最長２年間

研修に要する経費や、先進法人・他産業へ研
修派遣する経費を助成します

農の雇用事業
新規就農者を雇用する農業法人など

「人と農地の問題」の解決に向けて、経営規模の拡大などに意欲的
に取り組む皆さんの資金調達を支援します

スーパーＬ資金（融資）の５年間無利子化

「人と農地の問題」の解決に向けて、地域の中心となる経営体の皆
さんの農業用機械などの導入を支援します

農業用機械などの導入支援

まだまだある


